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申請者名　　　　　　　　　　　　　　　　　
演題タイトル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ⅰ.研究方法について

(1)研究の内容について、1)-5)の中から該当するものにチェック
1) □　症例報告：所属機関の研究倫理審査委員会の審査は不要、研究対象者本人および・あるいは代諾者からの口頭もしくは文書での同意を得る必要がある。
2) □　観察研究（症例報告を除く）：
□ 所属機関の規定に従い研究倫理審査委員会の審査が必要なもの
□ 所属機関の規定に従い研究倫理審査委員会の審査が必要でないもの
3) □　介入研究：所属機関の研究倫理審査委員会の審査が必要である。
4) □　非臨床的研究あるいは文献研究：文献研究であれば所属機関の研究倫理審査委員会の審査は不要（個人情報を扱う場合は必要）、動物実験であれば動物実験委員会での承認が必要である。
　5) □どれにも該当しない。

(2) 説明と同意について
1) 症例報告の場合：
① □　研究対象者本人が、中学校等の過程を修了している又は16歳以上の未成年者の場合、口頭もしくは文書による同意を得ている。
② □　研究対象者本人が、概ね7歳以上の場合、口頭もしくは文書によるアセントを得ている。
③ □　研究対象者本人が、中学校等の過程を未修了であり、且つ16歳未満の未成年者の場合、代諾者からの口頭もしくは文書による同意を得ている。
2) 観察研究の場合：
① □　研究対象者の個人情報を含まず、また、個人を特定されないよう数値化した研究であり、オプトアウトを提示している。
3) 介入研究の場合：
インフォームド・コンセントについて、1)-5)の中から該当するものにチェック
① □　研究対象者本人が、中学校等の過程を修了している又は16歳以上の未成年者の場合、インフォームド・コンセントを得ている。
② □　研究対象者本人が、概ね7歳以上の場合、インフォームド・アセントを得ている（概ね中学生以上は文書によるアセント）。
③ □　研究対象者本人が、中学校等の過程を未修了であり、且つ16歳未満の未成年者の場合、代諾者からのインフォームド・コンセントを得ている。
4) □ どれにも該当しない。

(3) 倫理的配慮への記載について
□　以上の項目のうち該当するものについて、「倫理的配慮」にもれなく記載している。
※　抄録提出時に審査を受けた倫理委員会名とその結果を記載する。
※　発表内容の研究手法の確認は人を対象とする生命科学・医学系研究に関する
倫理指針をご参考下さい。
※　代諾者の選定方針等については、学会HP「総会における倫理的配慮に関する指針」をご参照下さい。

Ⅱ．発表内容について、該当するものにチェック

□　症例提示を含む際は、匿名性への配慮、個人情報の記載に最大限の配慮を行っている。
□　症例は創作事例であり、第三者から特定の症例を推測できる内容は含まれない。
□　未承認（適用外）薬剤や禁忌薬剤の使用に際しては、研究対象者本人および・ないしは代諾者に「説明と同意」が行われており、その旨、記載されている。
□　他者の著作物（音楽、写真、映像、等）使用にあたっては、許可を得ている。
□　個人の顔写真や動画、音声等の使用に関しては、可能な限り避けるべきであるが、使用に当たっては個人の最善の利益を考慮したものである。
□　演題名は略語を使用せず記載している。
□　抄録本文中、初出略語については正式名を記載している。
□　患者や居住地などの特定を避けるため、イニシャル表記せずアルファベット順で記載している。例）症例A， B県C市，D診療所を受診しE病院へ紹介初診，など。
□　抄録登録時には、当日発表する内容の解析が終了している。
※　当日発表において抄録登録以降のデータ等の追加が行われると判断される場合、倫理審査ができませんので、ご注意ください。

Ⅲ. 発表者責任の確認

· 本論文の内容の正確性および倫理的配慮の遵守については、すべて発表者または著者が責任を負うことを確認した。

※　個人情報の適切な取り扱いについては、学会HP「総会における倫理的配慮に関する指針」個人情報について、をご参照下さい。
※　オンライン開催の場合、原則として研究対象者本人の画像や音声使用は避けて下さい。
